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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月4日(2020.3.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アップリンク伝送方法であって、
　端末装置は、第１マッピング関係に基づき、第１データ無線ベアラ（ＤＲＢ）にベアラ
されるパケットに対応する第１サービス品質（ＱｏＳ）フローの識別方式を確定し、前記
第１マッピング関係がＱｏＳフローとＤＲＢとのマッピング関係であることと、
　前記第１ＱｏＳフローの識別方式に基づき、前記第１ＤＲＢにベアラされる前記パケッ
トに対応する前記第１ＱｏＳフローを識別することと、
　前記第１ＤＲＢによってネットワーク機器へ識別後の前記パケットを送信することと、
を含むことを特徴とする、前記アップリンク伝送方法。
【請求項２】
　前記第１マッピング関係内において、ＱｏＳフローとＤＲＢが１対１に対応し、又は、
複数のＱｏＳフローが１つのＤＲＢに対応することを特徴とする
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記方法は、更に、
　前記端末装置は、前記第１マッピング関係を確定することを含むことを特徴とする
　請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記端末装置が、前記第１マッピング関係を確定することは、
　前記端末装置は、前記ネットワーク機器から送信された、前記ネットワーク機器が前記
第１マッピング関係を前記端末装置に設定するための上位レイヤシグナリングを受信する
ことと、
　前記端末装置は、前記上位レイヤシグナリングに基づいて前記第１マッピング関係を確
定することと、を含むことを特徴とする
　請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記端末装置が、前記第１マッピング関係を確定することは、
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　前記端末装置は、ネットワーク機器から送信された、第２マッピング関係に基づいて前
記第１マッピング関係を確定するように前記端末装置に指示するための上位レイヤシグナ
リングを受信し、前記第２マッピング関係がダウンリンクデータマッピングのためのＤＲ
ＢとＱｏＳフローとのマッピング関係であることと、
　前記端末装置は、ミラーマッピング後の前記第２マッピング関係を前記第１マッピング
関係として確定することと、を含むことを特徴とする
　請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記端末装置が第１マッピング関係に基づき、第１データ無線ベアラ（ＤＲＢ）におけ
るパケットに対応する第１サービス品質（ＱｏＳ）フローの識別方式を確定することは、
　前記第１マッピング関係内において、ＱｏＳフローとＤＲＢが１対１に対応する場合、
前記端末装置は、第１識別方式で前記第１ＱｏＳフローを識別することを確定し、前記第
１識別方式が、ゼロビットの識別情報を用いて前記第１ＤＲＢにおけるパケットに対応す
る前記第１ＱｏＳフローを識別する方式であり、又は
　前記第１マッピング関係内において、複数のＱｏＳフローが１つのＤＲＢに対応する場
合、前記端末装置は、１つのＤＲＢに対応するＱｏＳフローの数に基づいて前記第１Ｑｏ
Ｓフローの識別方式を確定することを含むことを特徴とする
　請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　アップリンク伝送方法であって、
　ネットワーク機器は、端末装置が第１データ無線ベアラ（ＤＲＢ）によって送信したパ
ケットを受信することと、
　第１マッピング関係に基づき、前記パケットに対応する第１サービス品質（ＱｏＳ）フ
ローの識別方式を確定し、前記第１マッピング関係がＱｏＳフローとＤＲＢとのマッピン
グ関係であることと、
　前記第１ＱｏＳフローの識別方式に基づき、前記第１ＤＲＢにおけるパケットに対応す
る前記第１ＱｏＳフローを確定することと、
　前記第１ＤＲＢにベアラされるパケットを前記第１ＱｏＳフローにマッピングすること
と、を含むことを特徴とする、前記アップリンク伝送方法。
【請求項８】
　前記第１マッピング関係内において、ＱｏＳフローとＤＲＢが１対１に対応し、又は、
複数のＱｏＳフローが１つのＤＲＢに対応することを特徴とする
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記方法は、更に、
　前記ネットワーク機器は、第１マッピング関係を確定することを含み、
　前記ネットワーク機器が第１マッピング関係を確定することは、
　ミラーマッピング後の第２マッピング関係を前記第１マッピング関係として確定し、前
記第２マッピング関係がダウンリンクデータマッピングのためのＤＲＢとＱｏＳフローと
のマッピング関係であることを含むことを特徴とする
　請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　端末装置であって、
　第１マッピング関係に基づき、第１データ無線ベアラ（ＤＲＢ）にベアラされるパケッ
トに対応する第１サービス品質（ＱｏＳ）フローの識別方式を確定することに用いられ、
前記第１マッピング関係がＱｏＳフローとＤＲＢとのマッピング関係である確定モジュー
ルと、
　前記第１ＱｏＳフローの識別方式に基づき、前記第１ＤＲＢにベアラされる前記パケッ
トに対応する前記第１ＱｏＳフローを識別するための識別モジュールと、
　前記第１ＤＲＢによってネットワーク機器へ識別後の前記パケットを送信するための通
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信モジュールと、を備えることを特徴とする、前記端末装置。
【請求項１１】
　前記第１マッピング関係内において、ＱｏＳフローとＤＲＢが１対１に対応し、又は、
複数のＱｏＳフローが１つのＤＲＢに対応することを特徴とする
　請求項１０に記載の端末装置。
【請求項１２】
　前記確定モジュールは、更に、
　前記第１マッピング関係を確定することに用いられることを特徴とする
　請求項１０又は１１に記載の端末装置。
【請求項１３】
　前記通信モジュールは、更に、
　前記ネットワーク機器から送信された、前記ネットワーク機器が前記第１マッピング関
係を前記端末装置に設定するための上位レイヤシグナリングを受信することに用いられ、
　前記確定モジュールは、更に、
　前記上位レイヤシグナリングに基づいて前記第１マッピング関係を確定することに用い
られることを特徴とする
　請求項１２に記載の端末装置。
【請求項１４】
　前記通信モジュールは、更に、
　ネットワーク機器から送信された、第２マッピング関係に基づいて前記第１マッピング
関係を確定するように前記端末装置に指示するための上位レイヤシグナリングを受信する
ことに用いられ、前記第２マッピング関係がダウンリンクデータマッピングのためのＤＲ
ＢとＱｏＳフローとのマッピング関係であり、
　前記確定モジュールは、具体的に、
　ミラーマッピング後の前記第２マッピング関係を前記第１マッピング関係として確定す
ることに用いられることを特徴とする
　請求項１２に記載の端末装置。
【請求項１５】
　前記確定モジュールは、具体的に、
　前記第１マッピング関係内において、ＱｏＳフローとＤＲＢが１対１に対応する場合、
第１識別方式で前記第１ＱｏＳフローを識別することを確定し、前記第１識別方式が、ゼ
ロビットの識別情報を用いて前記第１ＤＲＢにおけるパケットに対応する前記第１ＱｏＳ
フローを識別する方式であり、又は
　前記第１マッピング関係内において、複数のＱｏＳフローが１つのＤＲＢに対応する場
合、１つのＤＲＢに対応するＱｏＳフローの数に基づいて前記第１ＱｏＳフローの識別方
式を確定することに用いられることを特徴とする
　請求項１０～１４のいずれか１項に記載の端末装置。
【請求項１６】
　前記確定モジュールは、具体的に、
　前記第１マッピング関係内において、各ＤＲＢに対応するＱｏＳフローの数が同じであ
る場合、前記第１ＤＲＢに対応するＱｏＳフローの数に基づいて前記第１ＱｏＳフローの
識別方式を確定し、又は
　前記第１マッピング関係内において、少なくとも２つのＤＲＢに対応するＱｏＳフロー
の数が異なる場合、前記第１ＤＲＢに対応するＱｏＳフローの数に基づいて前記第１Ｑｏ
Ｓフローの識別方式を確定し、又は
　前記第１マッピング関係内において、少なくとも２つのＤＲＢに対応するＱｏＳフロー
の数が異なる場合、前記第２ＤＲＢに対応するＱｏＳフローの数に基づいて前記第１Ｑｏ
Ｓフローの識別方式を確定することに用いられ、前記第２ＤＲＢが前記第１マッピング関
係内において対応するＱｏＳフローの数の最も多いＤＲＢであることを特徴とする
　請求項１５に記載の端末装置。



(4) JP 2020-511877 A5 2020.5.28

【請求項１７】
　前記確定モジュールは、具体的に、
　前記第１ＤＲＢに対応するＱｏＳフローの数が所定の第１数閾値より小さい場合、第２
識別方式で前記第１ＱｏＳフローを識別することを確定し、前記第２識別方式が、前記第
１ＤＲＢに対応するＱｏＳフローの数に基づき、特定ビット数の識別情報を確定し、前記
特定ビット数の識別情報によって前記第１ＱｏＳフローを識別する方式であり、又は
　前記第１ＤＲＢに対応するＱｏＳフローの数が前記所定の第１数閾値より大きい場合、
第３識別方式で前記第１ＱｏＳフローを識別することを確定することに用いられ、前記第
３識別方式が前記第１ＱｏＳフローのＱｏＳフロー識別子（ＩＤ）で前記第１ＱｏＳフロ
ーを識別する方式であり、又は
　前記第２ＤＲＢに対応するＱｏＳフローの数が所定の第２数閾値より小さい場合、第４
識別方式で前記第１ＱｏＳフローを識別することを確定し、前記第４識別方式が、前記第
２ＤＲＢに対応するＱｏＳフローの数に基づき、特定ビット数の識別情報を確定し、前記
特定ビット数の識別情報によって前記第１ＱｏＳフローを識別する方式であり、又は
　前記第２ＤＲＢに対応するＱｏＳフローの数が前記所定の第２数閾値より大きい場合、
第５識別方式で前記第１ＱｏＳフローを識別することを確定することに用いられ、前記第
５識別方式が前記第１ＱｏＳフローのＱｏＳフロー識別子（ＩＤ）で前記第１ＱｏＳフロ
ーを識別する方式であることを特徴とする
　請求項１６に記載の端末装置。
【請求項１８】
　前記通信モジュールは、更に、
　ネットワーク機器から送信された第３マッピング関係を受信することに用いられ、前記
第３マッピング関係が、前記第２識別方式又は前記第４識別方式を用いた場合における前
記特定ビット数の識別情報とＱｏＳフローとの対応関係を含むことを特徴とする
　請求項１７に記載の端末装置。
【請求項１９】
　前記第１マッピング関係内において、少なくとも２つのＤＲＢが異なる数のＱｏＳフロ
ーに対応する場合、前記通信モジュールは、更に、
　ネットワーク機器の指示情報を受信することに用いられ、前記指示情報が、前記第１Ｄ
ＲＢに対応するＱｏＳフローの数又は前記第２ＤＲＢに対応するＱｏＳフローの数に基づ
いて前記第１ＱｏＳフローの識別方式を確定するように前記端末装置に指示することに用
いられることを特徴とする
　請求項１６～１８のいずれか１項に記載の端末装置。
【請求項２０】
　ネットワーク機器であって、
　端末装置が第１データ無線ベアラ（ＤＲＢ）によって送信したパケットを受信するため
の通信モジュールと、
　第１マッピング関係に基づき、前記パケットに対応する第１サービス品質（ＱｏＳ）フ
ローの識別方式を確定し、前記第１ＱｏＳフローの識別方式に基づき、前記第１ＤＲＢに
おけるパケットに対応する前記第１ＱｏＳフローを確定することに用いられ、前記第１マ
ッピング関係がＱｏＳフローとＤＲＢとのマッピング関係である確定モジュールと、を備
え、
　前記通信モジュールは、更に、前記第１ＤＲＢにベアラされるパケットを前記第１Ｑｏ
Ｓフローにマッピングすることに用いられることを特徴とする、前記ネットワーク機器。
【請求項２１】
　前記第１マッピング関係内において、ＱｏＳフローとＤＲＢが１対１に対応し、又は、
複数のＱｏＳフローが１つのＤＲＢに対応することを特徴とする
　請求項２０に記載のネットワーク機器。
【請求項２２】
　前記確定モジュールは、更に、
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　前記第１マッピング関係内において、ＱｏＳフローとＤＲＢが１対１に対応する場合、
前記端末装置が前記第１ＱｏＳフローを識別するのが、第１識別方式を使用していること
を確定し、前記第１識別方式が、ゼロビットの識別情報を用いて前記第１ＤＲＢにおける
パケットに対応する前記第１ＱｏＳフローを識別する方式であり、
　前記第１ＤＲＢ及び前記第１マッピング関係に基づき、前記第１ＤＲＢに対応するＱｏ
Ｓフローを前記第１ＱｏＳフローとして確定することに用いられることを特徴とする
　請求項２０又は２１に記載のネットワーク機器。
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